
 

 

令和 3 年 12 月 22 日 

各 位 

 

 

サステナブルファイナンスの取扱開始について 

 

 

 

株式会社東和銀行（頭取 江原 洋）は、サステナブルファイナンスとして「サステナビリティ・リン

ク・ローン」「グリーンローン」「ソーシャルローン」（以下合わせて「本ローン」）の取扱いを開始します

のでお知らせいたします。 

本ローンは、お客さまの環境問題や社会課題の解決に向けた取り組みを支援するための融資で、LMA

や ICMA などの国際的な機関が定める原則に従い、外部評価機関からのセカンドオピニオンを取得して

取り組みを行います。 

※ ICMA：（International Capital Market Association）国際資本市場協会 

LMA：（Loan Market Association）ローンマーケット協会 
 

当行は、平成 31 年 4 月に「東和銀行 SDGs 宣言」を公表し「お客さまと東和銀行の SDGs（持続可能な

発展目標※）の推進」をキーワードとして、今後もお客さまの SDGs・ESG への取組みをサポートし、お客

さまや地域の課題解決に取り組むことで、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。  

※ 当行は、お客様と当行の持続的な発展を目指す観点から「持続可能な発展目標」としております。  

 

記 

1. サステナビリティ・リンク・ローン 

「サステナビリティ・リンク・ローン」は、お客様の SPTs※（サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲッ

ト）達成に向けて動機付けを与えるローンで、その達成状況に応じて金利引き下げ等のインセンティブ

を設定します。 

※ SPTs：（Sustainable Performance Targets）事業者が定める SDGs に関する達成度合いを測ることができる野心的な目標。 

 

2. グリーンローン／ソーシャルローン 

「グリーンローン」／「ソーシャルローン」は、資金使途をグリーンプロジェクトやソーシャルプロ

ジェクトに特定し環境問題や社会課題の解決を目的とした各種原則に基づいた事業を対象といたしま

す。 
 

3. ご利用のメリット 

本ローンについては、各原則に基づいた取組みであることについて外部評価機関からの客観的評価を

受けて取り組むため、お客様の SDGs への取組姿勢をステークホルダーに対して訴えかけることが可

能となります。 
 

4. 商品概要 

名称 サステナビリティ・リンク・ローン グリーンローン／ソーシャルローン 

資金使途 事業資金 環境問題／社会課題解決のための資金 

融資額 １億円以上 下限なし 

金利 当行所定利率 

外部評価 外部評価機関からのセカンドオピニオンを取得していただきます 
 

5. 取扱開始日 

  令和 3 年 12 月 22 日 

以 上 



 

 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東和銀行 SDGs 宣言 

 

東和銀行は、「靴底を減らす活動」「雨でも傘をさし続ける銀行」「謙虚さの DNA を忘れない銀行」

の 3 つのモットーを基に、お客様の本業支援、経営改善・事業再生支援、資産形成支援を図る「TOWA

お客様応援活動」を通じて、地域経済・地域社会の持続的な発展に取り組んでいます。「TOWA お客

様応援活動」の推進は、国連が提唱する「SDGs（Sustainable Development Goals）」の推進そのも

のであり、「お客様と東和銀行の SDGs（持続可能な発展目標※）の推進」をキーワードに、SDGs の達成

に貢献してまいります。  

※ 当行は、お客様と当行の持続的な発展を目指す観点から「持続可能な発展目標」としております。  


